
 

 

 

 

 

相続手続きなどで「出生から死亡まで」など

一連の戸籍が必要な場合は、その旨を申し

出てください。 

また、「○○市から××町まで」など過去の

住所履歴が記載された附票が必要な場合

は、その旨を申し出てください。 

本籍が長岡市ではない場合、一部の

証明書に限り請求できます。 

 

対象の証明書については「戸籍証明

書の請求について」または「戸籍の広

域交付について」のページをご確認く

ださい。 

筆頭者は、戸籍の１番最初に記載が

ある方です。 

戸籍（除籍・改製原戸籍）・附票をご本人・配

偶者・直系親族以外の方が代理で請求する

場合、委任状が必要です。 

委任状の氏名欄は、必ず委任者本人が自書

するか、押印してください。 

※証明書の種類により、請求できる方の範囲

が異なります。詳しくは窓口の職員におた

ずねください。 

本籍・筆頭者の表示が必要な場合に 

☑してください。 

記入例とご注意 戸籍証明 

ご不明な点は、窓口の職員におたずねください 

窓口に来た方の住所・氏名等を記入してください。 

法人請求の場合、法人の所在地・名称・代表者氏名も

あわせて記入してください。 


